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表紙(4C)2022案

日  時

2022年6月24日（金曜日）午前10時
(受付開始 午前9時30分）

場  所

八重洲ファーストフィナンシャルビル3階
ベルサール八重洲「Room 1+2+3」
(東京都中央区八重洲一丁目3番7号）

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取
締役を除く。）3名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役
2名選任の件

　

第120期 定時株主総会

招 集 ご 通 知

証券コード：9067

〈株主説明会に関するお知らせ〉
◎株主総会終了後、引き続き、長期ビジョンに関する株主説明会を開催いたします。
〈新型コロナウイルスに関するお知らせ〉
◎新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただき、当
日のご出席についてご検討ください。また、書面（郵送）又はインターネットにより議決権を事前に行使いただくこともでき
ますので、あわせてご検討ください。

◎座席の間隔を広くして設置いたしますので、座席数が昨年同様、非常に少なくなります。満席となりました場合は、入場をお
断りする場合がございます。

◎お土産等の配布は実施いたしません。
◎株主総会当日の運営等に関する情報につきましては、当社ウェブサイト（https://www.maruwn.co.jp/）にてお知らせいた
しますので、必ずご確認ください。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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経営理念(4C)
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ごあいさつ(4C)

取締役社長

桑　原　 　豊

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられ
た方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、罹患さ
れた皆様並びにご家族の方々に心よりお見舞い申し上げ
ます。

　さて、第120期定時株主総会招集ご通知をお届けする
にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　第120期の連結業績につきましては、営業収益は収益
認識会計基準等の適用により、適用前と比べて29億50
百万円減少し、467億5百万円となりました。また、経
常利益は前期比30百万円増の7億73百万円、親会社株
主に帰属する当期純利益は前期比10百万円減の4億65
百万円となりました。

当社は5月に「2030 丸運グループ長期ビジョン」を発
表いたしました。
　コロナ禍やIT・AI技術の進展に伴う人々の生活様式の
変化、自然災害の激甚化に伴う脱炭素の加速及び石油需
要の減少に伴う石油輸送の縮小など、当社を取り巻く経
営環境は、非常に大きく変化し不確実性の高い状況にな
っています。
　当社は2017年に長期ビジョンを発表しております
が、本年9月に創業130年の節目を迎えるにあたり、上
述のような経営環境の大きな変化の中でこれからも社会
に貢献する企業グループであり続けるため、改めて
「2030 丸運グループ長期ビジョン」を取りまとめまし
た。
　これは、「2030 丸運グループのありたい姿」とその
実現に向けた「長期事業戦略」にて構成されており、こ
の長期ビジョンを実現することにより、長期的な企業価
値の向上を図ってまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解
とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2022年6月

ごあいさつ
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招集ご通知(4C)

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年6月24日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分)

2022年6月23日（木曜日）
午後5時到着分まで

2022年6月23日（木曜日）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対の場合 「否」の欄に〇印

※議決権行使書はイメージです。

第2号議案、第3号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　午前９時～午後９時）
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招集ご通知

株 主 各 位 (証券コード　9067)
2022年6月3日

東京都中央区日本橋小網町7番2号

取締役社長 桑原　豊

第120期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第120期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の健

康状態をご考慮いただき、当日のご出席についてご検討いただきますようお願い申し上げます。

　当日ご出席されない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を事前に行使いただ

くことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使賜りま

すようお願い申し上げます。

・書面によって議決権を行使していただく方法

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年6月23日（木曜日）午後5

時までに到着するようご返送ください。

・電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使していただく方法

　4ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認の上、2022年6月23日（木曜

日）午後5時までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具
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招集ご通知

■1 日　　時 2022年6月24日(金曜日)午前10時(受付開始 午前9時30分)

■2 場　　所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階　ベルサール八重洲「Room1+2+3」

■3 目的事項 報告事項 1. 第120期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件

2. 第120期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告
の件

決議事項 第1号議案　 定款一部変更の件
第2号議案　 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
第3号議案　 監査等委員である取締役2名選任の件

■4 議決権の行使に関
する事項

(1) 各議案について賛否の記載がない議決権行使書用紙が提出された場合は、会
社提案に賛成の意思の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

(2) 議決権行使書用紙及び電磁的方法（インターネット）により重複して議決権
を行使された場合、電磁的方法（インターネット）による議決権の行使を有
効なものとして取り扱わせていただきます。

(3) 電磁的方法（インターネット）により重複して議決権を行使された場合、最
後の電磁的方法（インターネット）による議決権の行使を有効なものとして
取り扱わせていただきます。

□● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
□● 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.maruwn.co.jp/）に掲載しております。また、これらに修正が生じた場合も、同ウェブサイトに掲載させ
ていただきます。

□● 当日は、当社ではノーネクタイにて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。株主の皆
様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

□● 株主総会終了後、引き続き、長期ビジョンに関する株主説明会を開催いたします。
□● お土産等の配布は実施いたしません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
□● 株主総会当日の運営等に関する情報につきましては、当社ウェブサイト（https://www.maruwn.co.jp/）にてお知らせ

いたしますので、必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

記

以　上
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定款一部変更の件

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類に記載または表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令に定める
ところに従いインターネットを利用する
方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。

（削　　除）

株主総会参考書類

1．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するも
のであります。
(1) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの

であります。
(2) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定
を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを
削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款一部変更の件

現行定款 変更案

（電子提供措置等）
（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部または一
部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。

（新　　設） （附則）
１　定款第15条（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）の削除および定
款第15条（電子提供措置等）の新設は、会
社法の一部を改正する法律（令和元年法律第
70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定の施行の日である2022年９月１日
（以下「施行日」という）から効力を生ずる
ものとする。

２　前項の規定にかかわらず、施行日から６か月
以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）は、な
お効力を有する。

３　本附則は、施行日から６か月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

候補者
番号

ふ り が な

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

1
　

くわはら

桑原　
ゆたか

豊
（1958年9月16日生）

    1981年    4 月 日本鉱業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
    2003年    4 月 株式会社ジャパンエナジー（現ENEOS株式会社）経営企画部上

席参事
    2010年    7 月 JX日鉱日石エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）化学品

本部アロマ部長
    2012年    6 月 同社執行役員
    2012年    7 月 同社基礎化学品本部基礎化学品総括部長
    2016年    4 月 JXエネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）取締役常務執行

役員
新エネルギーカンパニー・プレジデント

    2019年    4 月 JXTGエネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）取締役常務執
行役員
再生可能エネルギー部・水素事業推進部・FCサポート室管掌

    2020年    4 月 同社社長付
    2020年    6 月 当社代表取締役社長（現在に至る）

当社社長執行役員（現在に至る）

20,600株

取締役候補者とした理由
　桑原豊氏は、経営者として当社グループの経営を担い、強いリーダーシップでグループ全体を牽引するなど、企業経営全般に関す
る豊富な経験・実績・見識を有しております。
　これらのことから、当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現のために必要な人材と判断したため、同氏を
引き続き取締役候補者としました。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもっ
て任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

候補者
番号

ふ り が な

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

2
　

さ く ま

佐久間　
なりやす

成安
（1963年8月1日生）

    1986年    4 月 当社入社
    2011年    10月 当社貨物輸送事業部貨物営業部副部長
    2014年    4 月 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部

副部長
    2016年    8 月 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部

営業担当部長
    2017年    4 月 当社執行役員

当社潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部長
    2018年    4 月 当社常務執行役員

当社潤滑油・化成品事業部長
    2018年    6 月 当社取締役（現在に至る）
    2020年    4 月 当社貨物輸送事業部長
    2022年    4 月 当社貨物輸送事業部長補佐（現在に至る）

17,400株

取締役候補者とした理由
　佐久間成安氏は、事業部長として、貨物輸送事業の営業戦略の展開等により業績向上に尽力するなど、物流業界に関する豊富な経
験・実績・見識を有しており、また、取締役として企業経営の全体最適の視点による職責を果たしております。
　これらのことから、当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現のために必要な人材と判断したため、同氏を
引き続き取締役候補者としました。

再 任

3
　

うえにし

植西　
ゆう

祐
（1961年6月12日生）

    1986年    4 月 日本石油株式会社（現ENEOS株式会社）入社
    2010年    4 月 JXホールディングス株式会社（現ENEOSホールディングス株

式会社）財務IR部副部長
    2013年    4 月 同社企画1部副部長
    2017年    4 月 当社執行役員

当社経理部長
    2018年    4 月 当社経営企画・IR・広報部長、経理部長

株式会社丸運ビジネスアソシエイト代表取締役社長
    2020年    4 月 当社常務執行役員（現在に至る）

当社コーポレート管理本部長（現在に至る）
    2020年    6 月 当社取締役（現在に至る）

6,800株

取締役候補者とした理由
　植西祐氏は、管理本部長として、経営企画部、構造改革推進部、広報・IR部、総務部、経理部、人事部、情報システム部といった
コーポレート部門の効率的運営に尽力するなど、財務会計・人材開発等に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、また、取締
役として企業経営の全体最適の視点による職責を果たしております。
　これらのことから、当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現のために必要な人材と判断したため、同氏を
引き続き取締役候補者としました。

(注) １. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役を含む被保険者が役員等と
して行った業務上の行為に起因して、株主や投資家、従業員又はその他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負
担する損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしており（ただし、被保険者による犯罪行為や法令違反の行
為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は除く）、被保険者のすべての保険料は当社が全額負担しております。各候補
者は、現在、当社の取締役であるため、被保険者に含まれております。各候補者の取締役への再任が承認された場合は、各候補者は引き続
き当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当社は、当該保険契約を各候補者の任期途中に同内容で更新することを予
定しております。
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監査等委員である取締役2名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

候補者
番号

ふ り が な

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

社 外

独 立

1

　

はっとり

服部
 

　
ひろし

裕
(1950年3月6日生）

    1973年    4 月 日本油脂株式会社（現日油株式会社）入社
    2007年    6 月 同社取締役兼執行役員油化事業部長
    2008年    6 月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門

管掌
    2010年    6 月 同社取締役兼常務執行役員研究部門、DDS部門、ライフサイエ

ンス部門、電材部門管掌
    2012年    6 月 同社取締役兼専務執行役員経営企画部門、化成部門、電材部

門、機能フィルム部門管掌
    2013年    6 月 油化産業株式会社代表取締役社長
    2016年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

11,500株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　服部裕氏は、社外取締役候補者です。同氏は、化学業界の企業において経営に携わるなど、経営課題への対処等にかかる豊富な知
見を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な助言、提言を行っております。
　これらのことから、今後も監査等委員として、当社の中長期的な企業価値向上に向け、独立した立場から適切な監査、監督、助言
をいただくこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監視等をいただくことを期
待するため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。
　当社は、会社法及び定款の規定により、同氏との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であり、同氏の再任が承認された場合は、同氏との契約を継続する
予定です。
　同氏は、本総会の時点において、当社の社外取締役の就任から丸6年となります。

独立性にかかる事項
　同氏は、2013年6月まで当社の取引先である日油株式会社の取締役兼専務執行役員でありましたが、当社と同社との取引実績は僅
少であること、同氏は同社を退職してから相当な年数が経過していることから、当社の事業等の意思決定に対して重大な影響を与え
るとはいえず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外役員と判断し、取締役候補者としました。当社は、同氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする
予定であります。

　監査等委員である取締役服部裕氏及び中澤謙二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役2名選任の件

候補者
番号

ふ り が な

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

社 外

2
　

なかざわ

中澤
 

　
け ん じ

謙二
(1963年3月24日生）

    1985年    4 月 三菱石油株式会社（現ENEOS株式会社）入社
    2009年    4 月 新日本石油株式会社（現ENEOS株式会社）総合企画部副部長
    2011年    7 月 JX日鉱日石エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）総合企

画部副部長
    2016年    1 月 JXエネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）総合企画部（内

閣府派遣）
    2018年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

7,400株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　中澤謙二氏は、社外取締役候補者です。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、監査
等委員会議長として監査等委員会の活発かつ効率的な議事運営を行うとともに、石油業界の企業において企画部門を長年担当するな
ど、経営課題への対処等にかかる豊富な知見を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な助言、提言を行っておりま
す。
　これらのことから、今後も監査等委員として、当社の中長期的な企業価値向上に向け、独立した立場から適切な監査、監督、助言
をいただくこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監視等をいただくことを期
待するため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。
　当社は、会社法及び定款の規定により、同氏との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であり、同氏の再任が承認された場合は、同氏との契約を継続する
予定です。
　同氏は、本総会の時点において、当社の社外取締役の就任から丸4年となります。

(注) １. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役を含む被保険者が役員等

として行った業務上の行為に起因して、株主や投資家、従業員又はその他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が
負担する損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしており（ただし、被保険者による犯罪行為や法令違反の
行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は除く）、被保険者のすべての保険料は当社が全額負担しております。各候
補者は、現在、当社の監査等委員である取締役であるため、被保険者に含まれております。各候補者の監査等委員である取締役への再任が
承認された場合は、各候補者は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当社は、当該保険契約を各候補者の
任期途中に同内容で更新することを予定しております。

以　上
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【ご参考】

氏名 役職
スキル

企業経営 業界知見 財務会計 法務・コン
プライアンス 人材開発 国際性 ESG

桑原　豊 代表取締役社長
社長執行役員 ○ ○ ○

佐久間　成安 取締役 ○ ○

植西　祐 取締役常務執行役員 ○ ○ ○

服部　裕 取締役監査等委員
（独立社外取締役） ○ ○

岡　香里 取締役監査等委員
（独立社外取締役） ○ ○

中澤　謙二 取締役監査等委員
（社外取締役） ○ ○

有野　一馬 取締役監査等委員
（独立社外取締役） ○ ○

【ご参考】2022年６月24日定時株主総会後の当社取締役（予定）のスキル・マトリックス

本総会における取締役選任議案が全て承認可決された場合、当社取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとな
ります。

※各人の有するスキルのうち最大３つに○をつけています。
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
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当事業年度の事業の状況

1 企業集団の現況

第119期
（2021年3月期）

第120期
（2022年3月期） 前期比

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 増減率
営業収益 47,270 46,705 － －％
営業利益 661 665 4 0.7％
経常利益 743 773 30 4.0％

親会社株主に帰属する当期純利益 475 465 △10 △2.1％

(提供書面)
事業報告（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当期のわが国経済は、2020年度の大幅な落ち込みの反動やコロナ禍による社会・経済活動に対する制限の緩和
を受け、個人消費及び設備投資が回復し、緩やかな成長で推移しました。
　また、海外経済も半導体不足などの供給制約により回復ペースが鈍化したものの、新型コロナウイルス感染症に
よる社会・経済活動への影響が緩和されたことで、総じて堅調に推移しました。
　物流業界においては、国内貨物輸送では、経済の復調を反映した結果、輸送数量は前期比増加しました。また、
国際貨物輸送でも世界経済の回復基調から、半導体供給不足に伴う自動車減産などにより荷動きは低調であるもの
の、外貨コンテナ及び国際航空貨物が堅調に推移したことから、前期比増加しました。しかしながら、総貨物輸送
数量は、コロナ禍以前の2019年度水準までは回復せず、依然として厳しい状況が続いています。
　このような経営環境の下、当社グループは、中長期的な企業価値の向上を図るべく、既存事業の競争力強化及び
新規事業領域への展開などの重点テーマの実現に取り組んでいます。
　なお、当社グループは「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収
益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用したことに伴い、以下の経営成績に関する説明
は、営業収益については前期比を記載せずに説明しております。
　これらの結果、海外物流でのEV関連貨物の取扱数量増加などの増収要因はあったものの、貨物輸送での自動車
関連貨物の数量の減少やテクノサポートでの油槽所関連の一部受託契約終了などの要因から、営業収益は、467億
５百万円となりました。
　なお、収益認識会計基準等の適用により営業収益は29億50百万円の減少となりました。
　経常利益は、エネルギー輸送での輸送数量増加が大きく影響し、前期比でプラスとなり、前期比4.0％増の７億
73百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比2.1％減の４億65百万円となりまし
た。
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当事業年度の事業の状況

貨物輸送

27,579百万円

営業収益

(前期比－%)

　

　当部門においては、海上コンテナ不足により航空貨物の取扱いが増加したものの、
半導体等の部材不足による自動車関連のアルミ及び銅素材の物流が減少、原油価格の
高騰による燃油費の上昇が損益に大きく影響しました。

　これらの結果、営業収益は275億79百万円、経常利益は前期比84百万円減の５億
22百万円となりました。
　なお、収益認識会計基準等の適用により営業収益は15億57百万円の減少となりま
した。

27,741

第119期
（2021年3月期）

27,579

第120期
（2022年3月期）

（単位：百万円）営業収益

エネルギー輸送

15,293百万円

営業収益

(前期比－%)

　

　石油部門においては、コロナ禍からの需要回復があったものの、石油製品の内需が
減少傾向にあることから、輸送数量は、前期比0.7％増加にとどまりました。
　潤滑油・化成品部門は、コロナ禍からの回復により、主要顧客の輸送数量が前期比
3.6％増加となりました。

　これらの結果、営業収益は152億93百万円、経常利益は前期比1億30百万円増の2
億50百万円となりました。
　なお、収益認識会計基準等の適用により営業収益は10億97百万円の減少となりま
した。

15,708

第119期
（2021年3月期）

15,293

第120期
（2022年3月期）

（単位：百万円）営業収益

海外物流

1,968百万円

営業収益

(前期比－%)

　

　当部門においては、中国の製造業の全体的な回復基調と高級EV関連のアルミ製品
取扱量の増加による取引の拡大はあったものの、国際的な半導体不足や中国のゼロコ
ロナ政策に伴う主要顧客の稼働減が損益に大きく影響しました。

　これらの結果、営業収益は19億68百万円、経常損益は前期比37百万円減の37百
万円の損失となりました。
　なお、収益認識会計基準等の適用により営業収益は２億95百万円の減少となりま
した。

1,658

第119期
（2021年3月期）

1,968

第120期
（2022年3月期）

（単位：百万円）営業収益

テクノサポート

1,836百万円

営業収益

(前期比－%)
　

　当部門においては、油槽所関連では一部受託契約終了に伴う減収、製油所関連では
定期修理工事による増収要因はあったものの、業務委託契約の一部終了等があり、全
体として減益要因が増益要因を上回りました。

　これらの結果、営業収益は18億36百万円、経常利益は前期比12百万円減の42百
万円となりました。
　なお、収益認識会計基準等の適用による影響はありません。

2,125

第119期
（2021年3月期）

1,836

第120期
（2022年3月期）

（単位：百万円）営業収益

　　セグメント別の業績概況は、次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況

セグメント 営業収益（百万円） 前期比（％） 経常利益又は経常
損失(△)（百万円）

前期比増減額
（百万円）

貨物輸送 27,579 － 522 △84
エネルギー輸送 15,293 － 250 130
海外物流 1,968 － △37 △37
テクノサポート 1,836 － 42 △12
その他 27 － △4 33

合　　計 46,705 － 773 30

　当期のセグメント別の営業収益及び経常利益又は経常損失（△）は次のとおりです。

(注) 「貨物輸送」「エネルギー輸送」「海外物流」「テクノサポート」の4つの報告セグメントに含まれない事業は「その他」に集約しております。

② 設備投資の状況
　当期中における設備投資は、11月に一部稼働を開始しました基幹システム及び車両の購入等により、その総額
は17億24百万円となりました。

③ 資金調達の状況
　社債及び新株式の発行は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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直前3事業年度の財産および損益の状況

51,409

第117期

50,680

第118期

47,270

第119期

46,705

第120期

（単位：百万円）営業収益

1,432

第117期

1,217

第118期

743

第119期

773

第120期

（単位：百万円）経常利益

1,285

第117期

905

第118期

475

第119期

465

第120期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

第117期

38,028

22,446

第118期

40,856

23,037

第119期

41,055

23,856

第120期

39,106

24,122

（単位：百万円）総資産/純資産

44.50

第117期

31.35

第118期

16.48

第119期

16.12

第120期

（単位：円）1株当たり当期純利益

774.07

第117期

786.66

第118期

815.64

第119期

823.19

第120期

（単位：円）1株当たり純資産額

区分 第117期
（2019年3月期）

第118期
（2020年3月期）

第119期
（2021年3月期）

第120期
（2022年3月期）

営業収益 (百万円) 51,409 50,680 47,270 46,705
経常利益 (百万円) 1,432 1,217 743 773
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,285 905 475 465
1株当たり当期純利益 (円) 44.50 31.35 16.48 16.12
総資産 (百万円) 38,028 40,856 41,055 39,106
純資産 (百万円) 22,446 23,037 23,856 24,122
1株当たり純資産額 (円) 774.07 786.66 815.64 823.19

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(注) １.1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、それぞれ自己株式を控除した期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数に基づき算出
しております。また、算定の基礎となる純資産額は、非支配株主持分額を除いております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。）等を第120期連結会計年度より適用しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率(％) 主要な事業内容
株式会社丸運ロジスティクス東北 40 83.5 貨物自動車運送事業
株式会社日昭丸運 10 100 構内作業請負業
株式会社丸運産業 20 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運ロジスティクス関東 10 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運ロジスティクス東海 15 100 貨物自動車運送事業
日嶺産業株式会社 20 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運ロジスティクス西日本 30 100 貨物自動車運送事業
株式会社大分丸運 15 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運トランスポート札幌 48 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運トランスポート東日本 30 100 貨物自動車運送事業
静岡石油輸送株式会社 45 51 貨物自動車運送事業
株式会社丸運トランスポート西日本 50 100 貨物自動車運送事業
近畿オイルサービス株式会社 10 100 構内作業請負業
北豊運輸株式会社 20 66 貨物自動車運送事業

千米ドル
丸運国際貨運代理（上海）有限公司 800 100 国際貨運代理業

百万元
丸運安科迅物流（常州）有限公司 10 70 貨物自動車運送事業

千米ドル
丸運物流（天津）有限公司 4,000 100 貨物自動車運送事業
株式会社丸運テクノサポート 30 100 構内作業請負業
株式会社丸運サービス 10 100 損害保険代理業
株式会社丸運ビジネスアソシエイト 10 100 事務代行業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注) 1.資本金は、別途の記載がある場合を除き、百万円単位。
2.日嶺産業株式会社は、2021年5月31日に解散を決議し、清算手続中であります。
3.近畿オイルサービス株式会社の当社の議決権比率には、間接保有を含んでおります。
4.当社は、2021年8月2日付で北豊運輸株式会社の株式の34%を譲渡したため、同社への議決権比率は100%から66%に変動しております。
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題
　2022年度のわが国経済は、コロナ禍による社会・経済活動に対する制限が緩和され、個人消費及び設備投資が回
復基調にあることから堅調に推移するものと見込まれています。しかしながら、新たな変異株の出現による社会・経
済活動への影響、円安やウクライナ情勢に伴う資源及び食料価格の高騰などによる個人消費の抑制や企業の投資マイ
ンド低下などの不確定要因から、景気が下振れする懸念があります。
　世界経済は、先進国を中心としたワクチン普及に伴いコロナ禍からポスト・コロナ期に移行し、グローバル経済は
緩やかな回復基調が見込まれていましたが、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けた消費者物価の上昇、米国のイ
ンフレ抑制の金利引上げなどの下振れ要因から、先行きに不透明感があります。
　物流業界においては、コロナ禍で再認識された社会・経済活動を支える「エッセンシャルワーカー」として、社会
インフラである物流ネットワークを維持するため、ドライバーの労働環境の整備、物流デジタル化や物流標準化の推
進によるサプライチェーン全体の最適化や地球環境の持続可能性を確保する物流ネットワークの構築に取り組んでい
ます。
　このような環境下、丸運グループは、以下のセグメント別の課題に対応することにより、中長期的な企業価値の向
上に取り組んでいます。また、「環境・社会・ガバナンス」を重視したESG経営体制に移行し、持続可能な社会の構
築に貢献していきます。

≪貨物輸送≫
　当部門においては、コロナ禍によるサプライチェーンの変化、原油価格の高騰による燃料コスト増、少子高齢化な
どによりトラックドライバー及び物流センター要員の確保が厳しいなどの環境下、安定した物流サービス体制の維持
が課題となっています。
　このような事業環境の下、主要荷主との関係強化による事業拡大、サーチャージ制の導入及び適正運賃収受、通運
事業の再編、機工重量品事業の強化、顧客ニーズに対応した物流効率化などに取り組むことにより事業基盤の強化を
図ります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

≪エネルギー輸送≫
　当部門においては、顧客からの信頼の基盤である安全・品質水準の更なる向上に努めます。また、顧客ニーズに適
した輸送サービスの維持・向上のため、拠点機能の最適化を図るとともに、協力会社との連携強化に取り組みます。
　石油部門については、構造的な問題である石油製品の需要減少とドライバー不足による輸送能力不足に対し、荷主
である石油元売り企業と協力し、最適な組織体制の構築及び輸送の効率化を図ります。
　潤滑油・化成品部門については、化成品輸送と危険物保管の堅調な需要に対応するため、国内輸送能力の向上及び
危険物保管能力の増強に取り組みます。また、貨物輸送事業と連携した物流サービスの展開にも取り組みます。
　これらの課題解決により、安定した事業運営体制を構築し、更なる事業の伸展を図ります。

≪海外物流≫
　当部門においては、通関部門との一体化を促進し、顧客の海外物流戦略に対応した全体最適な物流サービスを提供
することにより、内外一貫物流体制の充実を図ります。
　また、コロナ禍によりグローバル・サプライチェーンが変化する環境下、中国においては、自社倉庫拡充や国内輸
送網の充実に取り組み収益力の向上を図ります。ベトナムにおいては、拠点ネットワークの充実により安定した事業
基盤を構築するとともに、現地企業との業務提携などにより事業拡大を目指します。

≪テクノサポート≫
　当部門においては、丸運グループの安全・安定業務を構築するため、労災ゼロ及び事故・トラブルゼロの達成を目
指し、環境負荷の低減と物流品質及び業務品質の向上に万全の体制で取り組みます。
　受託業務については、顧客ニーズの変化に対応した物流効率化提案などによりサプライチェーンの担い手としての
務めを果たしてまいります。

(5) 主要な事業内容（2022年3月31日現在）
　貨物自動車運送事業、倉庫業、鉄道利用運送事業、通関業、環境関連事業
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(6) 主要な営業所（2022年3月31日現在）

① 本社
東京都中央区日本橋小網町7番2号

② 営業所
栃木物流センター（栃木県真岡市）
羽田京浜物流センター（東京都大田区）
国際貨物成田物流センター（千葉県成田市）
堺物流センター（大阪府堺市）
国際貨物東京営業所（東京都港区）

事業区分 従業員数 前期末比増減
貨物輸送 1,144名 28名減
エネルギー輸送 756名 11名減
海外物流 114名 4名増
テクノサポート 131名 4名減
その他の事業 36名 2名減
全社（共通） 59名 2名減

合　　計 2,240名 43名減

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
361名 3名減 44.4歳 17.0年

(7) 従業員の状況（2022年3月31日現在）

　① 企業集団の従業員の状況

　② 当社の従業員の状況

借入先 借入額
株式会社みずほ銀行 1,602百万円
株式会社三井住友銀行 1,577百万円

(8) 主要な借入先の状況（2022年3月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権の状況

2 会社の現況

① 発行可能株式総数 56,000,000株
② 発行済株式の総数 28,965,449株
③ 株主数 5,355名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

ENEOSホールディングス株式会社 11,041,848 38.22

株式会社佐藤企業 5,163,500 17.87

佐藤謙一 1,562,000 5.40

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,066,500 3.69

丸運グループ従業員持株会 777,019 2.68

大樹生命保険株式会社 400,000 1.38

Ｊ.Ｐ.MORGAN SECURITIES PLC 309,000 1.06

MSIP CLIENT SECURITIES 254,300 0.88

株式会社みずほ銀行 249,382 0.86

株式会社三井住友銀行 240,708 0.83

(1) 株式の状況（2022年3月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(注) 持株比率は自己株式（79,279株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 氏名

代表取締役
取締役社長 社長執行役員 桑　原　　　豊

取締役 常務執行役員
エネルギー輸送事業部長 小　菅　睦　司

取締役 常務執行役員
貨物輸送事業部長 佐久間　成　安

取締役
常務執行役員
コーポレート管理本部長
株式会社丸運ビジネスアソシエイト代表取締役社長

植　西　　　祐

取締役（監査等委員） 服　部　　　裕

取締役（監査等委員） DT弁護士法人パートナー 岡　　　香　里

取締役（監査等委員・常勤） 中　澤　謙　二

取締役（監査等委員） 有　野　一　馬

(3) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2022年3月31日現在）

(注) 1. 取締役小菅睦司氏は、2022年4月1日付で株式会社丸運ビジネスアソシエイトの代表取締役社長及び株式会社丸運サービスの代表取締役
社長に就任いたしました。

2. 取締役植西祐氏は、2022年3月31日付で株式会社丸運ビジネスアソシエイトの代表取締役社長を退任いたしました。
3. 取締役服部裕氏、岡香里氏、中澤謙二氏及び有野一馬氏は、社外取締役であります。
4. 当社は、取締役服部裕氏、岡香里氏及び有野一馬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

5. 取締役中澤謙二氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、執行部門の重要な会議に出席するほか、重
要な各種情報収集や報告の受領等を継続的かつ実務的に行うためであります。
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会社役員の状況

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
　当該保険契約の概要は以下のとおりであります。
　・当該保険契約の被保険者は当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）及び執行役員であり、被保険者は
保険料を負担しておらず、当社が被保険者のすべての保険料全額を負担しております。

　・被保険者が役員等として行った業務上の行為に起因して、株主や投資家、従業員又はその他第三者から損害賠
償請求を提起された場合において、被保険者が負担する損害賠償金・訴訟費用等の損害を填補の対象としてお
ります。

　・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、被保険者による犯罪行為や法令違反の行為
であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については填補の対象としないこととしておりま
す。

④ 取締役の報酬等
(ⅰ) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年3月24日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本項
目において取締役という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役が過半数を
占める監査等委員会との協議における内容を踏まえたものであることを確認しており、当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ．基本方針
　当社の取締役の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から、業務執行を担当する取締役
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については、基本報酬及び業績連動報酬で構成されるものとし、業務執行を担当しない取締役について
は、基本報酬のみとする。

ロ．基本報酬の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定
に関する方針を含む）
　基本報酬は、取締役の役職、職責等に応じて定める月例の固定報酬であり、業績、社会情勢等を勘案
して、必要に応じて見直しを図るものとする。

ハ．業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
　業績連動報酬は、経営層の業績向上へ向けての意欲を一層高めるために、毎年、事業年度終了後の一
定の時期に、業務執行を担当する取締役に対して支給する全額現金の変動報酬であり、会社業績（当該
年度の連結経常利益）及び個人別業績評価に基づき決定される。

ニ．基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　業務執行を担当する取締役の種類別の報酬の割合については、役職、職責等を踏まえて決定する。な
お、報酬の種類ごとの比率の目安は概ね基本報酬80％、業績連動報酬20％とする。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
　取締役会は、上記各方針に沿った「取締役報酬支給規定（内規）」及び「業績連動報酬支給規定（内
規）」を、取締役会の決議により定める。
　取締役の個人別の基本報酬は、「取締役報酬支給規定（内規）」に基づき、独立社外取締役が過半数
を占める監査等委員会との協議の上で、取締役会の決議により決定する。
　取締役の個人別の業績連動報酬は、「取締役報酬支給規定（内規）」及び「業績連動報酬支給規定
（内規）」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議の上で、取締役会の決議に
より取締役の個人別の業績連動報酬の決定を再一任された取締役社長が決定する。
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区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

対象となる役員の員数
基本報酬 業績連動報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

94百万円
（－）

76百万円
（－）

17百万円
（－）

5名
（0名）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

40百万円
（40百万円）

40百万円
（40百万円）

－
（－）

４名
（４名）

合　計
（うち社外取締役）

134百万円
（40百万円）

116百万円
（40百万円）

17百万円
（－）

9名
（4名）

(ⅱ) 当事業年度に係る報酬等の総額

(注) 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の人数及び報酬等の総額には、2021年6月24日開催の第119期定時株主総会終結の時を
もって退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名（うち社外取締役0名）を含めております。

2. 当社は、取締役（業務執行を担当しない取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して業績向上に向けての意欲を一層高める
ため、業績連動報酬を導入しております。業績指標は連結経常利益を選定しており、当該指標を選定した理由は、連結経常利益は、経
営活動全般の利益を表し、定量的な指標として適当であること、及び当社グループにおける基本的かつ重要な業績指標であるためであ
ります。業績連動報酬の支給額は基本報酬月額に役職、職責等に応じた基準月数を乗じ、当該年度の連結経常利益に応じて算出した支
給率を乗じて個人別の業績連動報酬の額とし、さらに個人別の業績評価に応じた評価率を乗じて算定しております。支給率は当該年度
の連結経常利益を連結経常利益基準額（当該年度期首に公表した連結経常利益額）で除した率であります。当事業年度において連結経
常利益は7億73百万円であり、連結経常利益基準額は8億円であります。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第114期定時株主総会において、年額2億40百
万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は5名（うち
社外取締役0名）であります。

4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第115期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただい
ております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は4名（うち社外取締役4名）であります。

5. 取締役会は、取締役社長桑原豊に対し、業務執行を担当する取締役の個人別の業績連動報酬の決定を委任しております。委任した理由
は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各業務執行を担当する取締役の業績の評価を行うには、取締役社長が適任と判断したためであり
ます。なお、取締役社長は、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議の上で、これを決定しております。
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区分 氏名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

監査等委員で
ある取締役 服　部　　　裕

当事業年度において15回開催された取締役会のうち15回及び15回開催された監査等委員
会のうち14回に出席しております。主に化学業界における経営者としての豊富な知識と
経験の見地から、取締役会及び監査等委員会では当社の経営全般について当該視点から積
極的に意見を述べるなど、客観的・中立的立場から監督・助言等を行っており、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査等委員で
ある取締役 岡　　　香　里

当事業年度において15回開催された取締役会のうち15回及び15回開催された監査等委員
会のうち15回に出席しております。主に弁護士としての豊富な知識と経験の見地から、
取締役会及び監査等委員会では当社のコンプライアンス体制等について当該視点から積極
的に意見を述べるなど、客観的・中立的立場から監督・助言等を行っており、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査等委員で
ある取締役 中　澤　謙　二

当事業年度において15回開催された取締役会のうち15回及び15回開催された監査等委員
会のうち15回に出席しております。監査等委員会議長として監査等委員会の活発かつ効
率的な議事運営を行うとともに、石油業界における豊富な知識と経験の見地から、取締役
会及び監査等委員会では当社の経営全般について当該視点から積極的に意見を述べるな
ど、客観的・中立的立場から監督・助言等を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査等委員で
ある取締役 有　野　一　馬

2021年6月24日に監査等委員である取締役に就任以降に12回開催された取締役会のうち
12回及び11回開催された監査等委員会のうち11回に出席しております。主に運輸業界に
おける豊富な知識と経験の見地から、取締役会及び監査等委員会では当社の経営全般につ
いて当該視点から積極的に意見を述べるなど、客観的・中立的立場から監督・助言等を行
っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

⑤ 社外役員に関する事項
(ⅰ) 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査等委員である取締役岡香里氏は、DT弁護士法人のパートナーを兼務しております。なお、DT弁護
士法人と当社との間に特別な関係はありません。

(ⅱ) 当事業年度における主な活動状況
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支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 31百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　清陽監査法人

② 報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相
当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　前事業年度の監査実績等を分析・評価するとともに、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画等を検
討した結果として、その報酬見積額は相当であると判断しました。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の適格性、
信頼性を損ねる事由の発生により、適切な監査の遂行に支障があると認められる場合等、その必要があると判断し
た場合に、解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出
します。

28



2022/05/26 9:15:22 / 21826928_株式会社丸運_招集通知

業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

(5) 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
① 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及びその子会社からなる企
業集団の業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりであります。
　イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、ガバナンス委員会規則を定め、企業活動のあらゆる場面において企業人として、そして社会市民と
して、法令遵守はもとより、社会規範並びに企業倫理に則って誠実に行動することを基本方針として示し、行
動指針を定めるとともにガバナンス委員会を運営します。
　当社は、複数の独立社外取締役が取締役会に出席することにより、業務執行に関する決定の客観性及び妥当
性を確保します。
　当社は、内部監査組織である監査室による関連監査の実施及び通報制度運営要綱に基づく内部通報制度の運
用により、コンプライアンスの強化を図ります。

　ロ．取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、その他の議事録、稟議書等の文書について、法令及
び文書取扱規則その他の社内規則に基づき適切に保存し、管理します。
　当社は、情報セキュリティ基本規則、個人情報保護規則及び特定個人情報取扱規程に基づき会社情報の不正
な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報、個人情報及び特定個人情報を適切に取り扱うため、社内研修などを
通じ、取締役及び使用人にその遵守を徹底します。

　ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社の経営に大きな影響を及ぼす非常事態が発生した場合に、これに迅速かつ的確に対応し、人
的、物的な被害を最小限に抑え、もって、当社に課せられた社会的使命を全うすることを目的とした非常事態
対応規則に基づき、社長を本部長とする非常対策本部を設置するなど、全社的なリスク管理の充実のための措
置を講じます。

　ニ．取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、重要事項の決定及び執行役員の業務執行状況を監督
します。執行役員は、取締役会の決定によって定める業務の執行に当たります。
　また、社長が議長となり、執行役員のうち社長が指名した者、監査等委員会が指名した監査等委員が出席す
る経営会議を原則として毎月3回開催し、取締役会付議事項の協議、取締役会から取締役に委任された業務執
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行に係る意思決定を行います。職制規則、職務権限規則及び稟議規則により職制、分掌業務並びに職制別の決
裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行します。

　ホ．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、内部統制システムの構築及び運用について、丸運グループ全体として取り組むことを基本としま
す。
　当社は、丸運グループサミット会運営要綱に基づき丸運グループサミット会を定期的に開催し、中期経営計
画、予算等の連結経営に関する意識統一を図ります。また、内部統制会議運営要綱に基づく当社及び連結対象
関係会社を対象とした内部統制会議の定期的な開催及び以下の体制により、丸運グループの内部統制システム
の確立を図ります。

（ⅰ）当社は、丸運グループの総合的な発展と経営効率の向上を図るため、関係会社管理運営規則に基づき、丸
運グループ各社の所管部署を定めます。丸運グループ各社は、所管部署を通じて、重要事項の決定について
当社の承認を得るほか、月次決算等の必要事項について、当社に報告を行います。

（ⅱ）当社は、丸運グループ各社において非常事態が発生した場合は、非常事態対応規則に基づき、当社として
必要な指導・支援を行います。

（ⅲ）当社は、所管部署を通じて、丸運グループ各社の経営全般、営業活動等の指導、支援を行います。
（ⅳ）当社は、丸運グループコンプライアンス基本規則において、丸運グループの役員社員等の遵守すべき具体
的規準、実施体制等を定めるとともに、丸運グループESG推進規則に基づき、丸運グループの地球環境の保
全の推進、安全の向上、品質・顧客満足度の向上、ダイバーシティの推進と多様な働き方環境の構築、社会
貢献活動の推進、企業経営の管理体制の向上の推進を図ります。また、内部監査組織である監査室による丸
運グループ各社への関連監査の実施及び通報制度運営要綱に基づく丸運グループ各社を含めた内部通報制度
の運用により、丸運グループ全体としてコンプライアンスの強化を図ります。

　ヘ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項

　当社は、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の業務補助のためのスタッフを置くこととします。当
該スタッフの人事については、監査等委員会の同意を得るものとします。
　監査等委員会は、当該スタッフに対して、監査等委員会に係る業務を直接指示するものとし、当該指示を受
けたスタッフは、監査等委員会の指示に従い、業務を遂行します。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

　ト．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制

　当社は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査要綱及び監査計画を尊重し、当社及び丸運グループ各社に
関する監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力します。監査等委員会の定めた監査等委員が経営会議等の
重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるよう体制を整備・運用します。
　総務部管掌役員は、監査等委員会の求める事項について、監査等委員会への報告が適切かつ円滑に実施され
るよう、関係部署との調整を図ります。
　当社は、監査等委員会に報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないよう適切に対応します。

　チ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社は、監査等委員の求めに従い、監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）について生ずる合理的な費用を負担します。
　重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したとき
は、直ちに監査等委員に報告します。また、内部監査を担う監査室が監査等委員会と緊密な連携を保ちます。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　上記の業務の適正を確保するための体制は、当社グループのすべての取締役及び従業員に周知されています。ま
た、運用にあたり、毎年2回開催される内部統制会議において運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善
に努めております。
　当社グループにおける具体的な運用状況は、以下のとおりです。
　イ．丸運グループ経営理念の制定
　丸運グループとして、「こういう会社でありたい、グループ社員一人ひとりがこうした行動ができる社員で
ありたい」という目指す方向を表した『丸運グループ経営理念』を2015年12月1日に制定し、その後2020
年4月には、当社グループを取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、一部改定いたしました。
　丸運グループ各社の会議室、執務室等にこれを掲示すること等により経営理念の浸透を図っています。

　ロ．法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社の社長以下の取締役、執行役員、関係会社社長が前記の内部統制会議に参加し、内部監査の実施状況・
フォロー、金融商品取引法上の内部統制の評価状況その他の内部統制システムに関する問題点等を共有化し、
解決策の確実な実施等をモニタリングしています。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

　また、事業部門及び管理本部を対象として、各部門内での内部統制の運用状況に関するセルフチェックを実
施し、その結果を内部統制会議で検証することにより、問題点の共有化を図っています。
　さらに、年2回開催される丸運グループESG推進会議（環境委員会、安全委員会、品質委員会、人権・人財
委員会、社会貢献委員会及びガバナンス委員会）において、各種ハラスメント防止等のコンプライアンスの徹
底、事故事例の解析を含め安全・品質の向上に関する問題点等の共有化を図り、丸運グループESG推進体制を
強化しています。

　ハ．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　毎年4月及び10月に開催される丸運グループサミット会に当社の社長以下の取締役、執行役員、関係会社社
長等が参加し、中期経営計画をはじめ連結経営に関する意識統一を図っています。
　2015年6月には、関係会社の定款を変更し、各社の監査役が業務監査も行うことにより各社の責任を明確
にしています。また、海外の関係会社については、監査役や監査役に相当する監事を当社社員が務め、定期的
に監査又はリモート会議を通じて、現地トップの業務遂行をチェックしております。
　内部通報制度は丸運グループ各社の社員を対象としておりますが、法令上の疑念や職場の気づき事項を連絡
しやすくすることを目的として、通報窓口を外部の専門機関に委託しております。窓口に寄せられた案件は、
外部の専門機関のアドバイスも受けつつ、個別に適切に対応しております。
　また、2022年1月の内部統制会議では、グループ会社間で共有する基本方針・規則を提示し、制定手続き
の実行指針を示す等、丸運グループとして内部統制を推進していくことの重要性について意識向上を図りまし
た。

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けたうえで、財務体質の強化と事業展開
に必要な内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を実施することを基本方針としています。今後も、中長期的な視
点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上に努めてま
いります。
　当期の期末配当金につきましては、1株につき4円とさせていただきました。すでに2021年12月6日に実施済みの
中間配当金1株当たり4円と合わせて、年間配当金は1株当たり8円となります。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第120期
2022年3月31日現在

資産の部

流動資産 9,805

現金及び預金 1,837

受取手形 235

電子記録債権 315

営業未収入金及び契約資産 5.924

棚卸資産 49

その他 1,444

貸倒引当金 △1

固定資産 29,300

有形固定資産 24,842

建物及び構築物 4,744

機械装置及び車両運搬具 2,900

土地 16,855

その他 341

無形固定資産 1,542

ソフトウエア 1,453

その他 88

投資その他の資産 2,915

投資有価証券 2,079

その他 959

貸倒引当金 △123

資産合計 39,106
　

科目 第120期
2022年3月31日現在

負債の部
流動負債 8,489
営業未払金 2,809
短期借入金 2,521
未払法人税等 117
賞与引当金 659
その他 2,380

固定負債 6,494
長期借入金 1,914
再評価に係る繰延税金負債 1,888
退職給付に係る負債 2,341
役員退職慰労引当金 35
その他 314
負債合計 14,983

純資産の部
株主資本 20,233
資本金 3,559
資本剰余金 3,058
利益剰余金 13,637
自己株式 △22
その他の包括利益累計額 3,544
その他有価証券評価差額金 651
土地再評価差額金 2,905
為替換算調整勘定 52
退職給付に係る調整累計額 △64
非支配株主持分 344
純資産合計 24,122
負債純資産合計 39,106
　

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書 (単位：百万円)

科目
第120期

2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで

営業収益 46,705
営業原価 42,960

営業総利益 3,745
販売費及び一般管理費 3,079
営業利益 665

営業外収益 145
受取利息及び配当金 75
その他 69

営業外費用 37
支払利息 25
その他 11
経常利益 773

特別利益 102
固定資産売却益 65
投資有価証券売却益 35
その他 1

特別損失 90
固定資産売廃却損 14
減損損失 59
事業整理損失 14
その他 2

税金等調整前当期純利益 785
法人税、住民税及び事業税 363
法人税等調整額 △38
当期純利益 460
非支配株主に帰属する当期純損失 4
親会社株主に帰属する当期純利益 465
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連結株主資本等変動計算書

第120期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,559 3,077 13,497 △22 20,111

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △231 △231
親会社株主に帰属する
当期純利益 465 465

自己株式の取得 △0 △0
連結子会社株式の売却によ
る持分の増減 △18 △18

土地再評価差額金の取崩 △93 △93
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － △18 140 △0 121

当期末残高 3,559 3,058 13,637 △22 20,233

その他の包括利益累計額 非 支 配
株主持分 純資産合計そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る調整
累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当期首残高 770 2,811 △54 △79 3,449 295 23,856

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △231
親会社株主に帰属する
当期純利益 465

自己株式の取得 △0
連結子会社株式の売却によ
る持分の増減 △18

土地再評価差額金の取崩 △93
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △118 93 106 14 95 48 144

連結会計年度中の変動額合計 △118 93 106 14 95 48 265

当期末残高 651 2,905 52 △64 3,544 344 24,122

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連結注記表
1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項
　① 連結子会社の状況

イ．連結子会社の数 20社
ロ．主要な連結子会社の名称 ㈱日昭丸運、㈱丸運トランスポート東日本

　② 非連結子会社の状況
イ．非連結子会社の数 1社
ロ．非連結子会社の名称 有限会社丸運物流ベトナム

　　　　非連結子会社は、小規模であり、総資産、営業収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
　① 持分法を適用した非連結子会社の状況
　　持分法を適用している非連結子会社はありません。
　② 持分法を適用していない非連結子会社の状況

イ．会社の名称 有限会社丸運物流ベトナム
ロ．持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持
分法の適用から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、丸運国際貨運代理（上海）有限公司、丸運安科迅物流（常州）有限公司及び丸運物流（天津）有限公司の決
算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、これらの会社については、連結決算日で本決算に準じた仮決算を
行った計算書類を基礎として連結決算を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しておりま
す。
(4) 会計方針に関する事項
　① 重要な資産の評価基準及び評価方法
　　イ．有価証券
　　　　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法により算定）

・市場価格のない株式等 総平均法による原価法
ロ．デリバティブ 時価法
ハ．棚卸資産 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定）
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連結注記表

　② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法
　　　　主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　建物及び構築物　　　　　2～50年
　　　　機械装置及び車両運搬具　2～17年
　　ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法
　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
　　ハ．リース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　③ 重要な引当金の計上基準
　　イ．貸倒引当金
　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　　ロ．賞与引当金
　　　　当社及び連結子会社の従業員等に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。
　　ハ．役員退職慰労引当金
　　　　連結子会社の一部においては、役員退職慰労金の支給にあてるため、会社内規に基づき計算された期末要支給額の全額を

計上しております。
　④ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
　⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
　　当社グループの主要な事業である運送事業と保管事業の主な履行義務の内容、収益を認識する通常の時点及び取引先の支払期

限は以下のとおりであります。
　　運送事業は、主に当社グループの営業所における国内トラック運送となります。トラック運送では、取引先の荷物を積地から

着地に運送する履行義務を負っております。これらの収益は、着地への到着時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収
益を認識しております。代金は、取引先との契約に従い、概ね２ヵ月以内に受領しております。

　　保管事業は、主に当社グループの営業所における倉庫での保管となります。倉庫での保管では、取引先の利用期間中に荷物を
保管する履行義務を負っております。これらの収益は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で
収益を認識しております。代金は、取引先との契約に従い、概ね２ヵ月以内に回収しております。

　⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約につ

いては振当処理によっております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　　為替予約

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘッジ対象　　　貸付金
ハ．ヘッジ方針 外貨建取引の為替変動リスクの回避を目的として、為替予約取引を行っております。
ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
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連結注記表

　⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
　　イ．退職給付に係る会計処理の方法

(ⅰ)　退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。

(ⅱ)　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし
て12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(ⅲ)　小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　　ロ．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなりま
す。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通
算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第３項の取扱いによ
り、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用
せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
　なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報
告第42号  2021年８月12日）を適用する予定であります。

2．会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を当連結
会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計
年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期
首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首
より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、当連結会計年度の営業収益は29億50百万円減少し、営業原価も同額減少しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入
金」は、当連結会計年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用することといたしました。
　これによる、連結計算書類に与える影響はありません。
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当連結会計年度
期首株式数 (株)

当連結会計年度
増加株式数 (株)

当連結会計年度
減少株式数 (株)

当連結会計年度
末株式数 (株)

発行済株式
　普通株式 28,965,449 － － 28,965,449
合計 28,965,449 － － 28,965,449
自己株式
　普通株式（注） 78,904 375 － 79,279
合計 78,904 375 － 79,279

3．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産に係る事項
　① 次の有形固定資産は道路交通事業財団を組成し借入金3,700百万円の担保に供しております。
　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　353百万円
　機械装置及び車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　　 3百万円
　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,292百万円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,649百万円
　② 次の有形固定資産は商工組合中央金庫に対する借入金214百万円の担保に供しております。
　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　222百万円
　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 748百万円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　971百万円
(2) 保証債務額
　該当する事項はありません。
(3) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　 26,322百万円
(4) 国庫補助金による圧縮記帳額　　　　　　　　　　　  60百万円
(5) 土地の再評価
　｢土地の再評価に関する法律｣（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額について
は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しております。
　再評価を行った年月日　　　　　　2000年3月31日
　再評価の方法　　　　　　　　　　｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号の定

めにより算定する方法を採用しております。
　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額の差額　　　　　△ 783百万円
4．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額 (円) 基準日 効力発生日

2021年5月21日
取締役会 普通株式 115 4.0 2021年3月31日 2021年6月7日

2021年11月4日
取締役会 普通株式 115 4.0 2021年9月30日 2021年12月6日

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額 (円) 基準日 効力発生日

2022年5月20日
取締役会 普通株式 115 利益剰余金 4.0 2022年3月31日 2022年6月6日

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　① 配当金支払額

　② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

5．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、資金運用についてはリスクの少ない金融商品で行うこととしております。また、資金調達については、その目
的、金額等を勘案し、銀行借入金等最善の方法により行う方針です。
　デリバティブ取引については、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避するためや、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避
するために行っており、投機的な取引は行わない方針であります。
　営業債権である受取手形、電子記録債権並びに営業未収入金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されていますが、取引先ご
との期日管理及び残高管理を行うこととしております。また、外貨建ての金銭債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一
部為替予約を利用してヘッジしております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株
式であり、定期的に時価を把握することとしております。
　営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日です。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の
借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、この変動に対するリスクヘッジを目的として、デリバティブ取引（金利スワッ
プ取引）を利用する場合があります。ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段
のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較して、ヘッジの有効性を評価しております。
　デリバティブ取引は、将来の為替レートの変動リスクを回避するため、外貨建営業債権に対して為替予約取引を利用しておりま
す。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の評価を省略しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあた
っては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。
　営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、資金繰り計画を作成するなどの方法により管理し
ております。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額
　有価証券・投資有価証券・
　その他有価証券 1,888 1,888 －

資産計 1,888 1,888 －
　長期借入金 3,236 3,240 3
負債計 3,236 3,240 3

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な
お、非上場株式（連結貸借対照表計上額191百万円）は、｢有価証券・投資有価証券・その他有価証券」には含めていません。ま
た、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、営業未収入金及び契約資産、営業未払金並びに短期借入金は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

(注) 金融商品の区分に関する事項
　　長期借入金については１年以内返済予定の長期借入金1,321百万円が含まれております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
　　レベル1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
　　レベル2 の時価：レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
　　レベル3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　　有価証券・投資有価証券・その他有価証券
　　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に

分類しております。
　　長期借入金
　　　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベ

ル2の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額
当期末の時価

当期首残高 当期増減額 当期末残高
24 267 291 428

（単位：百万円）

貨物輸送 エネルギー
輸送 海外物流 テクノ

サポート
その他
事業 合計 調整額 連結損益計

算書計上額

営業収益

顧客との契約から生じる収益 27,579 15,293 1,968 1,836 27 46,705 － 46,705

その他の収益 － － － － － － － －

外部顧客への営業収益 27,579 15,293 1,968 1,836 27 46,705 － 46,705

セグメント間の内部営業収
益又は振替高

814 703 66 0 419 2,004 △2,004 －

計 28,393 15,997 2,035 1,837 446 48,710 △2,004 46,705

6．賃貸等不動産に関する注記
(1)　賃貸等不動産の状況に関する事項
当社及び一部の子会社では静岡県富士市及びその他の地域において賃貸用の土地を有しております。
(2)　賃貸等不動産の時価等に関する事項
当連結会計年度における賃貸等不動産に関する賃貸損益は８百万円であります。

(単位：百万円)

(注1)　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減損損失累計額を控除した金額であります。
(注2)　当期末の時価は、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算出した金額であります。

7．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　　報告セグメントごとの営業収益に関する情報及び収益の分解情報

 (注)その他事業の区分は各報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産賃貸業、損害保険代理業及び事務代行業等並びに各報
告セグメントに配分していない全社収益・費用の純額等であります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記　(4) 会計方針に関する事項　⑤ 重要な収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりです。
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当連結会計年度

　顧客との契約から生じた債権 　　　　　　　6,475　百万円

　契約負債 　　　　　　　　　22  百万円

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　契約負債は主に、サービス提供の前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれておりま
す。
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下の通りであります。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありません。なお、
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。
8．1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　823.19円
(2) 1株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　  16.12円
9．重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。
10．その他の注記
(1) 減損損失
　当社グループは、原則として、事業区分をもとに他の資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位
でグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
　当連結会計年度において、事業の用に供していない青森県八戸市の遊休地に係る資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額59百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によ
り算定しております。
(2) その他
　記載金額は表示単位未満を切捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第120期
2022年3月31日現在

資産の部
流動資産 8,807
現金及び預金 1,157
受取手形 233
電子記録債権 287
営業未収入金及び契約資産 5,129
棚卸資産 25
前払費用 68
短期貸付金 384
未収入金 1,518
その他 2
貸倒引当金 △0

固定資産 26,346
有形固定資産 19,554
建物 3,938
構築物 263
機械装置 169
車両運搬具 132
工具器具備品 192
土地 14,848
その他 10
無形固定資産 1,530
借地権 84
施設利用権 2
ソフトウエア 1,443
投資その他の資産 5,262
投資有価証券 1,172
関係会社株式 2,889
出資金 9
長期貸付金 1,174
長期前払費用 40
敷金 253
その他 151
貸倒引当金 △430

資産合計 35,153
　

科目 第120期
2022年3月31日現在

負債の部
流動負債 10,211
営業未払金 3,495
短期借入金 2,410
未払金 848
未払費用 124
未払法人税等 75
預り金 139
関係会社預り金 2,765
賞与引当金 262
その他 90

固定負債 5,859
長期借入金 1,910
再評価に係る繰延税金負債 1,888
退職給付引当金 1,813
その他 248

負債合計 16,071
純資産の部
株主資本 15,533
資本金 3,559
資本剰余金 3,077
資本準備金 3,076
その他資本剰余金 1
利益剰余金 8,918
利益準備金 379
その他利益剰余金 8,539
別途積立金 3,000
固定資産圧縮記帳積立金 1,198
繰越利益剰余金 4,341

自己株式 △22
評価・換算差額等 3,548
その他有価証券評価差額金 642
土地再評価差額金 2,905
純資産合計 19,082
負債純資産合計 35,153
　

計算書類
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損益計算書

損益計算書 (単位：百万円)

科目
第120期

2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで

営業収益 40,589
営業原価 38,328

営業総利益 2,261
販売費及び一般管理費 2,078
営業利益 183

営業外収益 2,118
受取利息及び配当金 2,059
その他 58

営業外費用 55
支払利息 37
その他 18
経常利益 2,245

特別利益 47
固定資産売却益 15
投資有価証券売却益 30
その他 1

特別損失 302
固定資産売廃却損 236
関係会社株式売却損 4
減損損失 59
事業整理損失 2

税引前当期純利益 1,990
法人税、住民税及び事業税 183
法人税等調整額 △71
当期純利益 1,877
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株主資本等変動計算書

第120期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資 本 準 備 金 そ の 他

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
固 定 資 産
圧 縮 記 帳
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 3,559 3,076 1 3,077 379 3,000 1,198 2,788 7,366 △22 13,980

当期変動額
固定資産圧縮記帳
の取崩 △0 0 － －

剰余金の配当 △231 △231 △231

当期純利益 1,877 1,877 1,877

自己株式の取得 △0 △0
土地再評価差額金
の取崩 △93 △93 △93

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － △0 1,553 1,552 △0 1,552

当期末残高 3,559 3,076 1 3,077 379 3,000 1,198 4,341 8,918 △22 15,533

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 758 2,811 3,570 17,551
当期変動額
固定資産圧縮記帳
の取崩 －

剰余金の配当 △231
当期純利益 1,877
自己株式の取得 △0
土地再評価差額金
の取崩 △93

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △115 93 △21 △21

当期変動額合計 △115 93 △21 1,531
当期末残高 642 2,905 3,548 19,082

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個別注記表
1．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 総平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの

方法により算定）
(4) 固定資産の減価償却の方法
　① 有形固定資産（リース資産は除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法
　　　　　　　　　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　2～50年
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械装置及び車両運搬具　　　2～17年
　② 無形固定資産（リース資産は除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく

定額法を採用しております。
　③ リース資産
　　　　　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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個別注記表

(5) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金 従業員等に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。
③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しており

ます。
　　　　　　　　　　　　　   　　　(ⅰ) 退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。
　　　　　　　　　　　　　   　　　(ⅱ) 数理計算上の差異の費用処理方法
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（主として12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。

(6) 重要な費用及び収益の計上基準
　当社の主要な事業である運送事業と保管事業の主な履行義務の内容、収益を認識する通常の時点及び取引先の支払期限は以下の
とおりであります。
　運送事業は、主に当社の営業所における国内トラック運送となります。トラック運送では、取引先の荷物を積地から着地に運送
する履行義務を負っております。これらの収益は、着地への到着時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識し
ております。代金は、取引先との契約に従い、概ね２ヵ月以内に受領しております。
　保管事業は、主に当社の営業所における倉庫での保管となります。倉庫での保管では、取引先の利用期間中に荷物を保管する履
行義務を負っております。これらの収益は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で収益を認識
しております。代金は、取引先との契約に従い、概ね２ヵ月以内に回収しております。
(7) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約につ
いては振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　　為替予約
ヘッジ対象　　　貸付金

③ ヘッジ方針 外貨建取引の為替変動リスクの回避を目的として、為替予約取引を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
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(8) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正
する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税
制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
規定に基づいております。
　なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及
び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号  2021年
８月12日）を適用する予定であります。

2．会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を当事業
年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度
の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高か
ら新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに
従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、当事業年度の営業収益は25億99百万円減少し、営業原価も同額減少しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、当
事業年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019
年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ
て適用することといたしました。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。
3．貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　717百万円
長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,174百万円
短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,581百万円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　 16,354百万円
(3) 国庫補助金による圧縮記帳額　　　　　　　　　　　　23百万円
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当事業年度期首株式数（株） 当事業年度増加株式数（株） 当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）
普通株式（注） 78,904 375 － 79,279

合計 78,904 375 － 79,279

(4) 担保に供している資産
　① 次の有形固定資産は道路交通事業財団を組成し借入金3,700百万円の担保に供しております。
　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353百万円
　車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     3百万円
　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,292百万円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,649百万円
　② 次の有形固定資産は商工組合中央金庫に対する借入金200百万円の担保に供しております。
　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　222百万円
　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 644百万円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　866百万円
(5) 保証債務額
該当する事項はありません。

(6) 土地の再評価
｢土地の再評価に関する法律｣（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額について
は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 2000年3月31日
再評価の方法 ｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号の定

めにより算定する方法を採用しております。
　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額の差額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△783百万円
4．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引による取引高の総額
営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　341百万円
営業支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,958百万円
営業取引以外の取引高　　　　　　　　　　　　　　　　546百万円
5．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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6．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　① 繰延税金資産
　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　  555百万円
　　　賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80百万円
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　  131百万円
　　　会員権評価損　　　　　　　　　　　　　　　　　 71百万円
　　　未払金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74百万円
　　　関係会社株式評価損　　　　　　　　　　　　　  129百万円
　　　固定資産売却損　　　　　　　　　　　　　　　    72百万円
　　　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18百万円
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    49百万円
　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　  1,182百万円
　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　  △391百万円
　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　  790百万円

　② 繰延税金負債
　　　固定資産圧縮記帳積立金　　　　　　　　　　  △528百万円
　　　固定資産投資簿価修正　　　　　　　　　　　    △37百万円
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　  △285百万円
　　繰延税金負債小計　　　　　　　　　　　　　　  △852百万円
　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　　    37百万円
　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　  △814百万円

　③ 繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　   　　　24百万円
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個別注記表

種類 会社等の
名称 住所

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の

関係

法人主要株主
及びその他の
関 係 会 社

ENEOS ホ
ールディン
グス㈱

東 京 都
千代田区 100,000

エネルギー事業、
石油・天然ガス開
発事業、金属事業
を行う子会社及び
グループ会社の経
営管理並びにこれ
に付帯する業務

(被所有)
直接
38.27％
間接

0.01％

－
同社依頼
貨物の自
動車運送

営業取引
(運送に伴う料
金・運賃等)

5 営業未
収入金 0

その他の関係
会社の子会社 ENEOS㈱ 東 京 都

千代田区 30,000 エネルギー事業 － －
同社製品
の自動車
運送

営業取引
(運送に伴う料
金・運賃等)

14,080 営業未
収入金 1,586

子 会 社
㈱丸運ロジ
スティクス
東北

山 形 県
山 形 市 40 貨物自動車運送事業 83.5％ 兼任

1人
傭車・
作業業務

資金の貸付
(受取利息) 2 貸付金 494

子 会 社
㈱丸運トラ
ンスポート
札幌

北 海 道
札 幌 市 48 貨物自動車運送事業 100％ 兼任

1人
傭車・
作業業務

資金の貸付
(受取利息) 2 貸付金 486

子 会 社
㈱丸運トラ
ンスポート
東日本

神奈川県
横 浜 市 30 貨物自動車運送事業 100％ 兼任

1人
傭車・
作業業務

営業取引
(運送に伴う傭
車費等)

6,395 営 業
未払金 710

グループ資金
一元化に伴う
預り資金
(支払利息)

3 預り金 888

固定資産売却
(取引総額) 292

未収入
金 －

(特別損失) 119

子 会 社
㈱丸運トラ
ンスポート
西日本

大 阪 府
大 阪 市 50 貨物自動車運送事業 100％ 兼任

1人
傭車・
作業業務

固定資産売却
(取引総額) 192

未収入
金 －

(特別損失) 115

7．関連当事者との取引に関する注記

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等　営業取引については、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
2. ㈱丸運ロジスティクス東北への貸倒懸念債権に対し、171百万円の貸倒引当金を計上しております。
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個別注記表

8．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための情報は、「連結注記表　7.収益認識に関する注記」に同一の内容を記載している
ため、記載を省略しております。
9．1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　 660.60円
(2) 1株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　　　   65.01円
10．重要な後発事象に関する注記
 　 該当する事項はありません。

11．その他の注記
減損損失
　当社は、原則として、事業区分をもとに他の資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルー
ピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
　当事業年度において、事業の用に供していない青森県八戸市の遊休地に係る資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額59百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により
算定しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

清陽監査法人
　東京都港区
指　定　社　員 公認会計士 大河原恵史 ㊞業 務 執 行 社 員
指　定　社　員 公認会計士 石 井 和 人 ㊞業 務 執 行 社 員
指　定　社　員 公認会計士 乙 藤 貴 弘 ㊞業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年5月16日

株式会社丸運
取締役会　御中

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社丸運の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度
の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社丸運及
び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算
書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告書謄本
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連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
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連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性
に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書謄本

清陽監査法人
　東京都港区
指　定　社　員 公認会計士 大河原恵史 ㊞業 務 執 行 社 員
指　定　社　員 公認会計士 石 井 和 人 ㊞業 務 執 行 社 員
指　定　社　員 公認会計士 乙 藤 貴 弘 ㊞業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年5月16日

株式会社丸運
取締役会　御中

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社丸運の2021年４月１日から2022年３月31日までの第120
期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその
他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告書謄本
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計算書類に係る会計監査報告書謄本

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項
を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不
正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込ま
れる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
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計算書類に係る会計監査報告書謄本

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性
に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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監査等委員会の監査報告書謄本（４Ｃ）

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第120期事業年度における取締役の職務の執行について監査いた

しました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告

を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使

用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産

の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人清陽監査法

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人清陽監査法人から「職務

の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。な

お、監査上の主要な検討事項については、清陽監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書謄本
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監査等委員会の監査報告書謄本（４Ｃ）

株式会社丸運　監査等委員会

常勤監査等委員 中澤 謙二 ㊞

監 査 等 委 員 服 部　裕 ㊞

監 査 等 委 員 岡　香 里 ㊞

監 査 等 委 員 有野 一馬 ㊞

2．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月18日

　
(注) 常勤監査等委員中澤謙二、監査等委員服部裕、監査等委員岡香里及び監査等委員有野一馬は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す

る社外取締役であります。

以　上
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株主メモ(4C)

■ 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

■ 定時株主総会 毎年6月

■ 基準日 定時株主総会・期末配当　　毎年3月31日
中間配当　　　　　　　　　毎年9月30日

■ 株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

■ 株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

■ 郵便物送付先 〒168－0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

(電話照会先） 電話　0120－782－031（フリーダイヤル）(土日休日を除く9:00～17:00)

■ 上場市場 東京証券取引所

■ 証券・銘柄コード 9067
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地図4C)

株主総会会場ご案内図

会場
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階　ベルサール八重洲「Room 1+2+3」
東京都中央区八重洲一丁目3番7号　電話　03-3548-3770

交通 ｢日本橋駅」A7出口　直結（東西線・銀座線・浅草線）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場
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